
下関市の地番・家屋番号の変更を行います

（山口地方法務局からのお知らせ）

山口県では，明治時代に宅地農耕地等に１番から順に地番（耕地番）

が付されるとともに，山林原野等にも同様に１番から順に地番（山地番）

が付されたことにより，重複する地番が多数存在しています。

山口地方法務局では，皆様の不動産に関する権利を保全し，円滑で安

全な取引を図るため，山口県内全域で重複する地番の解消を図っていま

す。

１ 実施地区

下関市（旧下関市）です。

※ 実施地区の詳細は裏面のとおり

２ 地番の変更の方法

山地番に１００００番を加算し変更します。

例① １番→１０００１番

例② １２３番→１０１２３番

※ 家屋番号も同じ方法で変更します。

３ 地番変更の実施時期 令和２年１月１５日

４ 地番・家屋番号変更の通知

地番変更をした土地・建物の所有者の方には，地番変更の実

施後(２月下旬)に，地番・家屋番号変更の通知を郵送します。

平成２９年度から３か年計画により，下関市の全地域で山地番の地番

変更を実施しています。

御不明な点などございましたら，以下までお問い合わせください。

〒７５３－８５７７ 山口市中河原町６番１６号

山口地方法務局登記部門

電話 ０５０－３３８１－８７５６(直通ＩＰ電話)

(平日８：３０～１７：１５)

※お客様に文書が届いた直後は，電話が混み合うことが予想されます。

御迷惑をお掛けしますが，御理解のほど，よろしくお願いします。



垢田町１丁目 26 川中本町１丁目 51 西観音町
垢田町２丁目 27 関西町 52 幡生本町
垢田町３丁目 28 貴船町２丁目 53 幡生宮の下町
垢田町５丁目 29 熊野町１丁目 54 岬之町
生野町２丁目 30 向洋町３丁目 55 羽山町
一の宮卸本町 31 金比羅町 56 稗田町

一の宮住吉１丁目 32 栄町 57 稗田中町
一の宮町１丁目 33 大学町１丁目 58 稗田南町
一の宮町２丁目 34 大平町 59 東勝谷
一の宮町３丁目 35 宝町 60 東向山町

今浦町 36 竹崎町１丁目 61 藤ケ谷町
後田町１丁目 37 竹崎町２丁目 62 藤附町
後田町３丁目 38 竹崎町３丁目 63 古屋町１丁目
王司上町１丁目 39 武久町１丁目 64 本町１丁目
王司上町２丁目 40 中央町 65 前勝谷町
王司上町３丁目 41 長府安養寺１丁目 66 前田２丁目
王司神田１丁目 42 長府江下町 67 丸山町３丁目
王司神田２丁目 43 長府才川１丁目 68 みもすそ川町
王司神田３丁目 44 長府才川２丁目 69 向山町
王司神田４丁目 45 長府豊浦町 70 椋野上町

大坪本町 46 長府松小田北町 71 椋野町１丁目
員光町１丁目 47 長府松小田中町 72 椋野町２丁目
員光町２丁目 48 長府松小田本町 73 山の田北町
上新地町２丁目 49 長府松小田南町

50

一の宮東町１丁目 16 大字小野 31 大字稗田
一の宮東町２丁目 17 大字員光 32 大字福江

大字垢田 18 大字形山 33 大字藤ケ谷
大字秋根 19 大字蒲生野 34 大字蓋井島
大字綾羅木 20 大字神田 35 大字松小田
大字有冨 21 大字清末 36 大字松屋
大字伊倉 22 大字楠乃 37 大字椋野
大字石原 23 大字才川 38 大字六連島
大字井田 24 大字勝谷 39 大字安岡
大字植田 25 大字高畑 40 大字山田
大字宇津井 26 大字田倉 41 大字吉田
大字内日上 27 大字冨任 42 大字吉田地方
大字内日下 28 大字豊浦村 43 大字吉見上
大字宇部 29 大字永田郷 44 大字吉見下
大字阿内 30 大字延行 大字吉母
大字小月町

住居表示地区（７１地区）

大字地区（４６地区）
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